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中小企業庁では、2019年10月の消費税軽減税率制度

の実施に向けて、軽減税率対策補助金により複数税率

に対応するレジの導入支援、受発注システムの改修等

を支援することで、中小企業・小規模事業者の軽減税

率対応を支援してきたが、このほど、全国の中小企業・

小規模事業者等や、商工会、商工会議所、事業協同組

合等の中小企業団体からの要望等を踏まえ、同補助金

の制度を大幅に拡充したことを明らかにした。 

補助対象の拡大は、（1）従来は補助対象外としていた

事業者間取引における請求書等の作成に係る対応（「区

分記載請求書等保存方式」への対応）について、これに対応するシステムの開発・改修、パッケージ製品・事務機器等の導入に係

る費用を補助対象とする。また、（2）これまでレジの設置と同時に行われる商品情報（商品マスタ）の登録に係る費用を補助対象と

してきたが、レジ設置時とは別に行う場合も補助対象とする。さらに、（3）複数税率に対応する「券売機」についても、補助の対象

とする。

次に、小売段階（BtoB）や流通段階（BtoC）の支援における補助率も引き上げる。

レジの設置・改修、受発注システムの改修等に要する経費の「３分の２以内」だった補助率を、原則「４分の３以内」に引き上げる。

併せて、３万円未満のレジを１台のみ導入する場合の補助率を「４分の３以内」から「５分の４以内」に引き上げる。
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税理士の

岡山事業部　西村将人

2014年４月に消費税率が５％から８％へ引き上げられてから５年が経過しました。

今年の改正は、５年前の改正と異なり事業者が作成する請求書等の保存方法も改正されています。

また、消費税は、2023年10月から本格的なインボイス制度の導入も控えています。

企業は消費税を支払うために納税資金の対策だけでなく、消費税増税による取引先との関係など消費税に対す

る意識が高まってきています。今回の軽減税率対象補助金制度をうまく活用し、消費税の改正に対応するシス

テムの導入を検討されてみてはいかがでしょうか。
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コンサルの

AIやRPAによる業務生産性の向上や、IOTの導入による「見える化・製造効率の向上」など、大企業だけでなく

中小企業でもITを使いこなさなければ生き残れない時代に突入しつつあるように感じます。

その一方、マイナンバーや個人情報保護法など情報漏洩に関する社会的なペナルティーはどんどん重くなっ

てきています。

ITを使いこなさなければ競争に勝ち抜くことは困難である、しかし使う為にルールを整備し従業員教育を行

わなければ大きなリスクが伴うという難しい状況です。

ただし、リスクを恐れて変化を拒むことは経営学上完璧な敗け戦のパターンです。

リスクを理解した上でそれを乗り越え、変化・改善活動を行うことが、組織の成長に繋がります。

中小企業診断士　石川泰令

I T の発展の影で、ウィルス感染や不正アクセス等の

情報システムに対するリスクが一層拡大しています。

昨日までは他人事でも今日には被害者になりかねない

状況です。

ひとたび情報システムに障害が発生すると、その影響

は計り知れないほど大きなものとなります。

また、システム上の話に限らず情報漏洩にまつわる事

件・事故は、中小企業にとって致命的なリスクともな

りかねません。

情報システムの管理はもちろんのこと、紙媒体も含め

た情報を適切に管理する仕組みを社内で構築する必要

がありますが、現実問題、それを確実に実行できてい

る企業は少ないのが実情です。

一般的な中小企業が情報管理に関して抱えている問題点は、次の二つに集約できます。

● 情報管理のルールがない 

● ルールはあるが徹底されていない 

情報管理のルールがない場合、まずはルール作りから始める必要があります。

その際は、個々にルールを策定するのではなく、全体として整合性をもった仕組み（情報マネジメントシステム）を構築すること

が重要です。

また、ルール策定だけで徹底されていない状況であれば、社内体制の問題となります。

社員教育のルール化が図られていないと、教育も効率的に行えません。社員が理解し、実践できる仕組みになっているか、確認

する必要があります。
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